
放射性同位元素の使用等に伴い発生する RI 汚染物のクリアランスレベルの算出に係る焼却処理の評価経路（案） 
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注）灰色枠は、埋設処分の評価経路に包含される。 

大気中への飛散 
・運転作業者 (7,8) 

・補修作業者 (9,10) 
・下水処理施設運転作業者 (11,12) 

・河川水利用者 (13)  

・河川水面活動者 (14,15) 

・河川産物消費者 (16) 

埋設処分場 

建設作業 跡地利用 居住 

地下水移行 井戸水利用 

（紙類・布類・木片、

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、動物死

体、HEPA/RRE ﾌｨﾙﾀ、

ｶﾞﾗｽ･薄肉金属等感

染の恐れのある汚

染物） 

・周辺居住者 (17,18,19) 
・農作物摂取者 (20) 
・畜産物摂取者 (21) 

・積込み作業者 (1,2) 
・運搬作業者 (3,4) 
・沿道住民 (5,6) 

大気中への飛散 

・積み下ろし作業者 (30,31) 

・運搬作業者 (32,33) 

・前処理作業者 (34,35) 
・溶融固化作業者 (36,37) 

・補修作業者 (38,39) 

・周辺居住者 (40,41,42)
・農作物摂取者 (43) 
・畜産物摂取者 (44) 

・積込み作業者 (22,23) 
・運搬作業者 (24,25) 
・沿道住民 (26,27) 

・埋立作業者 (28,29) 

・積込み作業者 (45,46) 
・運搬作業者 (47,48) 
・沿道住民 (49,50) 

・埋立作業者 (51,52) 

再利用 

・周辺居住者 (53) 

・灌漑水利用農耕作業者 (54,55) 

・灌漑水利用農産物摂取者 (56) 

・灌漑水利用畜産物摂取者 (57) 

・飼育水利用畜産物摂取者 (58) 

・養殖水利用水産物摂取者 (59) 

・居住者 (62,63)・建設作業者 (60,61)

・農耕作業者 (64,65) 

・農産物摂取者 (66) 

・畜産物摂取者 (67) 

・溶融固化物再利用者 (68,69,70)

焼却施設の運転 

焼却灰等 

溶融施設の運転 

溶融固化物 

【クリアランス判断】 

現状では、可燃性等の RI 汚染物に

対するクリアランスレベル以下で

あることの判断方法に課題がある

ことから、 可燃物を焼却設備で焼

却した後に焼却灰をクリアランス

することを念頭においた検討も行

うこととしたい。 

【クリアランス判断】
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